
年金受給者であり
現役被保険者の方用



ねんきん定期便

基礎年金番号

内容に関するご照会は
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ！

※ このお知らせの見方は、パンフレットの２～３ページをご覧ください。

（参考）これまでの保険料納付額

これまでの年金加入期間

円

円（累計額）

円（累計額）

（累計額）

（基礎年金番号は、お問い合わせの際に必要となります。）

～日本年金機構設立のお知らせ～
社会保険庁が廃止され、平成22年1月、新たに「日本年金機構」がスタートしました。

お示ししている年金加入期間には、共済組合員記録に関する加入期間は含んでおりません。
※ 現在、日本年金機構と共済組合等との情報交換により記録の確認を行っているところです。

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24

年金受給者であり
現役被保険者の方用

お知らせした年金記録に「もれ」や「誤り」があった場合は、同封の年金加入記録回答票にてお知らせ
ください。



わからないことや疑問な点があれば

『ねんきん定期便 専用ダイヤル』へ！

０５７０-０５８-５５５
※ 一部のI P 電話及びPHSからは「０３－６７００－１１４４」にお電話ください。

※ 大変申し訳ありませんが、通話料金（一般の固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料

金）はご負担いただきますようお願い申し上げます。

なお、携帯電話からおかけいただいた場合の通話料金は、全額お客様のご負担となります。

※ 月曜日など休日明けやお客様のお手元にこのお知らせが届いた直後は、電話が大変混み合うこ

とがございます。

※ このダイヤルでは、「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。

※ 間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ コンピュータの稼働時間によっては､ご照会の回答を翌日以降にさせていただくことがありますの

で、ご了承ください。

（受付時間） 月～金曜日：午前９時～午後８時まで

第２土曜日：午前９時～午後５時まで

（なお、祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。）

※ 各共済組合等における加入記録については、各共済組合等にお問い合わせください。

◆インターネットによる年金個人
情報提供サービスについて



最近の月別状況です

（　 ）

今回お知らせする加入状況は、
平成 年 月 から 平成 年 月までの期間を
平成 年 月 日時点の情報で作成しています。　　
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お勤め先の名称等

④厚生年金保険

お示ししている年金加入期間には、共済組合員記録に関する加入期間は含んでおりません。
※ 現在、日本年金機構と共済組合等との情報交換により記録の確認を行っているところです。

※ このお知らせの見方は、裏面の解説をご覧ください。

前納月数

※ 納付期限内に保険料を納めた場合であっても（口座振替も同様）、金融機関等から納付に関する情報が提供されるまで最大3週間程度かかること
があるため、「未納」と表示されている場合がありますのでご容赦ください。



③「国民年金納付状況」について

④「厚生年金保険」について

⑤「国民年金」について

３／４免除、半額免除及び１／４免除を承認された場合は、免除により減額された保険料を納付している場合にその納付済
月数が計上されます。
学特等（学生納付特例、若年者納付猶予）を追納しなかった期間については、資格期間には算入されますが、年金額には反

映されません。
※ 納付期限内に保険料を納めた場合であっても（口座振替も同様）、金融機関等から納付に関する情報が提供されるまで一
定の時間を要するため、作成日時点では「未納」に計上されている場合があります。

⑧「年金加入期間合計」について

⑥「厚生年金保険」⑦「船員保険」について

国民年金保険料を納めている期間の表示です。（国民年金保険料が免除された後に追納した場合も含みます。）

〔お勤め先の名称等について〕

納付済

⑧欄は、年金加入期間のうち、未納期間を除いた期間を表示しています。

勤務した会社（事業所）名を表示しています。なお、船員保険の場合は、船舶所有者名を表示しています。

〔標準報酬月額・標準賞与額について〕
事業主からの届出に基づき決定した標準報酬月額・標準賞与額を表示しています。

・標準報酬月額… 納めていただく保険料額の計算の基とするためのもので、給与の平均を区切りのよい一定の幅で区分した金額
に当てはめたものです。

この標準報酬月額は、毎年、一定の時期の報酬をもとに定期的に決め直されます。
標準報酬月額の対象となる報酬は、賃金、給料、各種手当などの名称を問わず、労働者が労働の対償として事

業主より受け取るすべてのもの（所得税、住民税の控除前）となります。
現在は、給与の平均を9万8千円(下限)から62万円(上限)の範囲で区分され（年度によって異なります）、下限を下

回る場合は9万8千円、上限を上回る場合は62万円として、それぞれ決定しております。
詳しくは、日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp/)でご確認ください。

・標準賞与額 … 賞与から納めていただく保険料の計算の基とするためのもので、賞与額（千円未満の端数を切り捨てたもの）に基
づいて決定します。なお、賞与１回あたり、150万円の上限が設定されており、上限額を超える賞与額であっても、150

万円として決定されます。

〔保険料納付額について〕
標準報酬月額に保険料率を乗じ、事業主と被保険者で折半した保険料額を表示しています。
なお、平成７年４月より、育児休業期間中は保険料（本人負担分）が免除されておりますので、保険料納付額には含まれてお

りません。　　

※「未納」のほか、「半額未納」、「3/4未納」、「1/4未納」については、未納期間です。

未 納
国民年金保険料を納めていない期間の表示です。
（作成日時点の記録を使用しているため、納付日によっては「未納」と表示される場合があります。）

３号納付 国民年金第３号被保険者である期間の表示です。

国民年金保険料の納付が全額免除されている期間の表示です。全額免除

国民年金保険料の納付が半額免除されていて、残りの半額の保険料を納めている期間の表示です。半額免除

半額未納 国民年金保険料の納付が半額免除されているが、残りの半額の保険料を納めていない期間の表示です。※

3/4免除 国民年金保険料の納付が3/4免除されていて、残りの1/4の保険料を納めている期間の表示です。

3/4未納 国民年金保険料の納付が3/4免除されているが、残りの1/4の保険料を納めていない期間の表示です。※

1/4免除 国民年金保険料の納付が1/4免除されていて、残りの3/4の保険料を納めている期間の表示です。

1/4未納 国民年金保険料の納付が1/4免除されているが、残りの3/4の保険料を納めていない期間の表示です。※

学生特例等 学生納付特例又は若年者納付猶予が認められている期間の表示です。

付 加 付加保険料を納めている期間の表示です。
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ねんきん定期便
の送付

ご本人による
記録の確認

（訂正あり）

ご本人か
らの回答

日本年金機構
による
調査・確認

記録の統合
（確認完了）

-１-

「ねんきん定期便」をお届けします。

この「ねんきん定期便」は、あなた様のこれまでの加入記録をご確認いただくと

ともに年金制度に対するご理解を深めていただくことを目的として、年金加入期間

や保険料納付の実績などの年金に関する情報を定期的（年金制度に加入されている

間）にお届けしております。

加入記録に記載もれがないか、記載内容に誤りがないか、十分にご確認いただき、

「もれ」や「誤り」があった場合、同封の「年金加入記録回答票」にてご回答いただきます

よう、お願い申し上げます。

（訂正なし）

回答の必要なし

「ねんきん定期便」パンフレット

わからないことや疑問な点があれば

『ねんきん定期便 専用ダイヤル』へ！

０５７０-０５８-５５５
※ 一部のI P 電話及びPHSからは「０３－６７００－１１４４」にお電話ください。

※ 大変申し訳ありませんが、通話料金（一般の固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料

金）はご負担いただきますようお願い申し上げます。

なお、携帯電話からおかけいただいた場合の通話料金は、全額お客様のご負担となります。

※ 月曜日など休日明けやお客様のお手元にこのお知らせが届いた直後は、電話が大変混み合うこ

とがございます。

※ このダイヤルでは、「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。

※ 間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ コンピュータの稼働時間によっては､ご照会の回答を翌日以降にさせていただくことがありますの

で、ご了承ください。

（受付時間） 月～金曜日：午前９時～午後８時まで

第２土曜日：午前９時～午後５時まで

（なお、祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。）

※ すでに第三者委員会への申立てをされている期間については、新たにお申し出いただく必要はありません。

※ 各共済組合等における加入記録については、各共済組合等にお問い合わせください。

◆インターネットによる年金個人
情報提供サービスについて

※ すでに第三者委員会への申立て
をされている期間については、
新たにお申し出いただく必要は
ありません。

◎　「もれ」や「誤り」が

「年金加入記録回答票」は、同封の返信用封筒に入れ、投函してください。
※ 申し訳ありませんが、調査結果を送付するまで相当時間がかかりますことをあらかじめ

ご了承ください。

◎　「もれ」や「誤り」が
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これまでの年金加入期間について

これまでの保険料納付額について

作成年月日について

「作成年月日」時点での年金加入記録を基に
作成しております。

《国民年金の保険料納付額について》

を使って、以下の前提

で計算したものです。

① 付加保険料額を含めて計算しています。

② 前納の場合には割引額を控除して、追納の場

合には加算額を加算して算出しています。

③ 保険料の一部を免除された期間については、

一部納付の保険料額を基に算出しています。

《厚生年金保険の保険料納付額について》

を使って、

以下の前提で計算したものです。

① 被保険者負担分のみを計算しています。

（厚生年金保険の保険料については、被保険者

と事業主が折半して負担していますが、ここで

は被保険者本人が負担した額について計算して

います。）

なお、平成7年4月より、育児休業期間中は

保険料（本人負担分）が免除されていますの

で、保険料納付額には含まれておりません。

② 厚生年金基金加入期間については、免除保険

料(事業主が厚生年金基金に納付する保険料額) 

を除いて計算しています。（「最近の月別状況

です」でお示ししている保険料納付額も同様に

計算しています。）

《旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農

林共済組合について》

旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び

農林共済組合に加入されていた期間について

は、統合日（旧３公社共済組合；平成９年４月

１日、農林共済組合；平成１４年４月１日）以

後の保険料納付額を計算しています。
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